
情報公表制度について 

 

 

（ １ ） 制度概要 

利用者の個々のニーズ に応じ た 良質なサービ ス の選択や事業者が提供する サービ ス

の質の向上に資する こ と を 目的と し て、 平成 28 年５ 月に成立し た改正障害者総合支援

法及び児童福祉法において、 事業者に対し て障害福祉サービ ス の内容等を 都道府県知事

等へ報告する こ と を 求める と と も に、 都道府県知事等が報告さ れた内容を 公表する 仕組

みを 創設し 、 平成 30 年４ 月に施行さ れま し た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 事業者によ る 県への報告 

障害福祉サービ ス 等情報公表制度は、独立行政法人福祉医療機構（ 以下「 ワ ム ネッ ト 」

と いう 。） によ っ て運営さ れていま す。  

福島県が指定し ている 障害福祉サービ ス 等事業所を 運営する 事業者（ 法人） は、 ワ ム

ネッ ト が運営する シス テム を 通じ て障害福祉サービ ス 等情報を 毎年１ 回、県に報告する

必要があ り ま す。（ 中核市内に事業所があ る 場合は、 所在中核市に報告）  

令和７ 年度の報告については、 原則、 令和７ 年７ 月 31 日（ 木） ま でに報告を 行っ て

く ださ い。  

 



（ ３ ） 情報公表未報告減算について【 令和６ 年４ 月新設】  

令和６ 年度障害福祉サービ ス 等報酬改定等に伴い、 情報公表の報告が行われていない

こ と が確認さ れた場合は、 情報公表未報告減算（ 以下「 減算」 と いう 。） が適用さ れる

こ と と なり ま し た。  

減算については、 厚労省留意事項通知において 「 法第 76 条の３ 第１ 項の規定に基づ

く 情報公表対象サービ ス 等情報に係る 報告を 行っ ていない事実が生じ た場合に、その翌

月（ 基準を 満たさ ない事実が生じ た日が月の初日であ る 場合は当該月） から 報告を 行っ

ていない状況が解消さ れる に至っ た月ま で、 当該事業所の利用者全員について、 所定単

位数から 減算する 」 こ と と さ れていま す。  

特に、 令和６ 年４ 月以前から 未報告であ る こ と が判明し た場合、 令和６ 年４ 月分ま で

遡っ て減算が適用さ れま す（ 令和６ 年４ 月１ 日以降に開所し た新規事業所は、 令和６ 年

10 月分の報酬から 減算が適用さ れま す） ので、 ま だ報告を 行っ ていない事業所につい

ては７ 月 31 日ま でに、 必ず手続き を 行っ てく ださ い。  

なお、 福島県における 未報告の確認調査と し ては、 ①指定更新に係る 申請があ っ た場

合 ②社会福祉課における 指導監査 ③障がい福祉課及び児童家庭課によ る 報告状況

の確認（ 毎年８ 月以降を 想定） を 予定し ており ま す。  

ま た、 減算適用と なる 場合は、「 減算有り 」 と する 届出書が必要ですので、 介護給付費

等算定に係る 体制等届出書を 提出し てく ださ い。報告を 行っ ていな い状況が解消さ れた

場合は、「 減算無し 」 と する 届出が改めて必要です。  

 

（ ４ ） その他 

○誤っ て申請し てし ま っ た場合は、 障害福祉サービ ス 等事業所の指定を 受けた各自治体 

（ 福島県又は中核市） ま でご 連絡く ださ い。 自治体において申請の差戻し を 行う こ と

で、 情報の修正・ 再申請が可能になり ま す。  

○ロ グ イ ン I D を お忘れの場合は、 障害福祉サービ ス 等事業所の指定を 受けた各自治体 

（ 福島県又は中核市） ま でご 連絡く ださ い。  

○パス ワ ード を 忘れた 方はこ ち ら ↓の再発行手順を 御確認の 上、 ご 対応願いま す。  

ht t ps: //www. i nt . wam. go. j p/sec/cont ent /f i l es/shof ukupubsys/i nf o/f unc_ passr eset . pdf  

○ワ ム ネッ ト シス テム を 通じ た報告を 行う には、 シス テム に事業所が登録さ れている 必

要があ り ま す。 つき ま し ては、 各法人において、 シス テム に事業所が登録さ れている

かを 御確認く ださ い。登録さ れていな い又は廃止（ 休止中） のサービ ス がある 場合は、

以下アド レ ス ま で御報告く ださ い。  

 報告先： shougai zai t aku@pr ef . f ukushi ma. l g. j p 

○詳細については、 県のホ ーム ページを 御確認下さ い。  

ht t ps: //www. pr ef . f ukushi ma. l g. j p/sec/21035c/j youhoukouhyou. ht ml  

https://www.int.wam.go.jp/sec/content/files/shofukupubsys/info/func_passreset.pdf
mailto:shougaizaitaku@pref.fukushima.lg.jp
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035c/jyouhoukouhyou.html


令和７ 年度福島県障害福祉サービ ス 等情報公表制度実施要綱 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援する ための法律（ 平成 17 年法律第 123 号。以

下「 障害者総合支援法」 と いう 。） 第 76 条の３ 及び児童福祉法（ 昭和 22 年法律第 164 号） 第 33

条の 18 に規定する 指定障害福祉サービ ス 等に係る 情報公表制度について、 必要な事項を 次の

と おり 定める 。  

 

１  基準日 

  令和７ 年４ 月１ 日 

 

２  実施期間 

  令和７ 年４ 月１ 日から 令和８ 年３ 月 31 日 

 

３  報告の対象と なる 事業者等 

（ １ ） 対象サービ ス  

   ア  指定障害福祉サービ ス （ 共生型障害福祉サービ ス を 含む。）  

     指定居宅介護、 指定重度訪問介護、 指定同行援護、 指定行動援護、 指定療養介護、

指定生活介護、 指定短期入所、 指定重度障害者等包括支援、 指定施設入所支援、 指定

自立訓練、 指定就労移行支援、 指定就労継続支援、 指定就労定着支援、 指定自立生活

援助及び指定共同生活援助 

イ  指定地域相談支援 

     指定地域移行支援及び指定地域定着支援 

   ウ  指定計画相談支援 

   エ 指定通所支援（ 共生型通所支援を 含む。）  

     指定児童発達支援、 指定医療型児童発達支援（ 指定発達支援医療機関が行う も のを

除く 。）、 指定放課後等デイ サービ ス 、 指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等

訪問支援 

オ 指定障害児相談支援 

カ  指定入所支援（ 指定発達支援医療機関が行う も のを 除く 。）  

   指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設 

 

（ ２ ） 対象事業者 

    障害者総合支援法第 76 条の３ 第 1 項及び児童福祉法第 33 条の 18 第１ 項に規定する

事業者と する 。 具体的には、（ １ ） に係る 指定障害福祉サービ ス 等を 提供する 事業者のう

ち、 次のいずれかに該当する 事業所と する 。  

ア 障害者総合支援法第 76 条の３ 第 1 項及び障害者総合支援法施行規則第 65 条の９ の

６ 並びに児童福祉法第 33 条の 18 第１ 項及び児童福祉法施行規則第 36 条の 30 の２ の

規定によ り 、 災害その他知事に対し 情報公表対象サービ ス 等の報告を 行う こ と ができ

ないこ と につき 正当な理由があ る 事業者を 除き 、 基準日よ り 前において知事の指定を

受け、 指定障害福祉サービ ス 等を 提供し ている 事業者（ ただし 、 県内の福島市長、 郡

山市長及びいわき 市長以外の市町村長から 指定を 受け、 指定計画相談支援及び指定障

害児相談支援を 提供する 指定特定相談事業者を 含む。）（ 以下「 既存事業所」 と いう 。） 

イ  基準日以降、 知事の指定を 受け、 新たに指定障害福祉サービ ス 等の提供を 開始し よ

う と する 事業者（ ただし 、 県内の福島市長、 郡山市長及びいわき 市長以外の市町村長



から 指定を 受け、 指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を 提供する 指定特定相談

事業者を 含む。）（ 以下「 新規事業所」 と いう 。）  

 

４  事業者ご と の報告の内容、 方法等 

（ １ ） 報告の内容 

事業者が報告する 具体的な内容は、 以下のと おり と する 。  

ア 既存事業所 別添１ 基本情報及び別添２ 運営情報 

イ  新規事業所 別添１ 基本情報 

 

（ ２ ） 報告の方法 

   原則、 独立行政法人福祉医療機構が運営する 「 障害福祉サービ ス 等情報公表シス テム 」

（ 以下、「 公表シス テム 」 と いう 。） を 通じ 知事へ報告する も のと する 。  

   なお、 公表シ ス テム を 通じ て報告でき ないやむを 得ない事情がある 場合については、 文

書等によ る 報告も 可と する 。  

 

（ ３ ） 報告の開始 

  ア  既存事業所 令和７ 年５ 月１ 日 

  イ  新規事業所 事業者指定を 受けた日 

 

（ ４ ） 報告の期限 

  ア  既存事業所 令和７ 年７ 月 31 日 

  イ  新規事業所 事業者指定を 受けた日から １ か月以内 

 

５  障がい福祉サービ ス 等情報の公表時期 

 （ １ ） 既存事業所 令和７ 年９ 月末を 予定 

 （ ２ ） 新規事業所 （ ４ ） イ の報告期限から １ か月以内 

 

６  障がい福祉サービ ス 等情報の更新の取扱い 

   原則、 報告は年１ 回と する 。 ただし 、 法人及び事業所等の名称、 所在地、 電話番号、 Ｆ

Ａ Ｘ 番号、 ホーム ページ及びメ ールアド レ ス について、 修正又は変更のあ っ たと き は、 そ

の都度、 事業者は知事に報告する 。  

 

７  苦情等の対応 

  公表さ れている 情報に関する 利用者等から の苦情等の窓口は以下のと おり と する 。  

 

  福島県保健福祉部障がい福祉課 

   施設福祉（ Ｔ Ｅ Ｌ ： 024－521－7240）  

   在宅福祉（ Ｔ Ｅ Ｌ ： 024－521－7171）  

  福島県こ ど も 未来局児童家庭課 

       （ Ｔ Ｅ Ｌ ： 024－521－8382）  

 

附則 

こ の要綱は、 令和７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  



都道府県等による確認

情報公表未報告の事業所への対応

○ 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービ
ス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を創設する。

○ また、施行規則において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、
情報公表に係る報告がされていることを確認することとする。

概要

減算単位

情報公表未報告減算【新設】
・100分の10に相当する単位数を減算
（療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、
障害児入所施設）

・100分の５に相当する単位数を減算
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、
就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、
医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービス
を除く））

算定要件

【全サービス】

○ 障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合に、所定単位数を減算する。

○ 都道府県知事（指定都市又は中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の市長）は、指定障害福祉サービス事業
者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の３の規定に基
づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとする。
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